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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第111期

第３四半期
連結累計期間

第112期
第３四半期
連結累計期間

第111期

会計期間
自 2020年４月１日
至 2020年12月31日

自 2021年４月１日
至 2021年12月31日

自 2020年４月１日
至 2021年３月31日

売上高 (百万円) 275,263 272,010 395,907

経常利益 (百万円) 8,811 8,954 13,496

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 5,863 5,972 9,369

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 12,775 14,990 19,164

純資産額 (百万円) 216,727 244,417 223,116

総資産額 (百万円) 409,709 412,771 423,246

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 174.59 177.82 278.98

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 52.9 59.2 52.7
 

　

回次
第111期

第３四半期
連結会計期間

第112期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 2020年10月１日
至 2020年12月31日

自 2021年10月１日
至 2021年12月31日

１株当たり四半期純利益 (円) 92.08 52.37
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

３　「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日)等を第１四半期連結会計期間の期首

から適用しており、当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等につ

いては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を

第１四半期連結会計期間の期首から適用しております。この結果、前第３四半期連結累計期間と収益の会計処理が異

なることから、以下の経営成績に関する説明において増減額及び前年同期比(％)を記載せずに説明しております。な

お、収益認識会計基準等の適用が経営成績及び財政状態に与える影響の詳細については、「第４　経理の状況　１

四半期連結財務諸表　注記事項　(会計方針の変更)及び(セグメント情報等)　セグメント情報　３．報告セグメント

の変更等に関する事項」をご参照ください。

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断

したものであります。

 

(1) 経営成績

当第３四半期連結累計期間(2021年４月１日～2021年12月31日)の日本経済は、新型コロナウイルス感染症(以下

「コロナ感染症」という。)の再拡大に伴う断続的な緊急事態宣言の発出などにより、回復に足踏み状態が見られ

たほか、足もとでは新たな変異ウイルスの発生により感染がさらに再拡大しており、景気の先行きは依然として不

透明な状況が続いております。

当社グループの主力事業である国内自動車販売につきましては、半導体の供給不足や東南アジアでのコロナ感染

症拡大に伴う部品の供給制約を背景とする納期の長期化などもあり、４月～12月の国内新車販売台数(含軽)は約

3,021千台(前年同期比6.4％減)、当社グループの主要な市場である愛知県におきましても約235千台(前年同期比

6.0％減)と減少いたしました。

こうした状況のなか、当社グループにおきましては、お客さまをはじめ社員やその家族、お取引先などのコロナ

感染症の感染予防に努めるとともに、コロナ禍での事業推進体制の構築や固定費の削減を図るなど、さまざまな対

策に取り組んでまいりました。また、グループ傘下のトヨタ販売会社４社(愛知トヨタ自動車㈱、トヨタカローラ

愛豊㈱、ネッツトヨタ愛知㈱、ネッツトヨタ東海㈱)の2023年４月を目途とした統合について準備を進めるととも

に、設備投資につきましては、「レクサス佐鳴台」を「レクサス浜松西」として2021年８月に移転新築、また「レ

クサス覚王山」の新設など、高水準の顧客サービスを提供する新たな店舗の建築を進めております。

販売面につきましては、新型車のヤリスクロス、フルモデルチェンジしたアクアに加え、ルーミーなどが好調に

推移しましたが、上述の納期長期化の影響もあり、当社グループの新車販売台数(含軽)は、57,973台(前年同期比

4.5％減)と減販となりました。

これにより、当社グループの連結業績は、売上高は272,010百万円(前年同期は275,263百万円)となりました。利

益面では、収益認識会計基準適用の影響もあり、金融収益及び手数料収入を含めた売上総利益は57,232百万円(前

年同期は割賦販売未実現利益及び手数料収入を含めた売上総利益56,970百万円)、営業利益は6,214百万円(前年同

期は6,107百万円)、経常利益は8,954百万円(前年同期は8,811百万円)、親会社株主に帰属する四半期純利益は

5,972百万円(前年同期は5,863百万円)となりました。

 

報告セグメント別の業績は次のとおりであります。なお、セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と

調整を行っております。

 

① 自動車関連事業

自動車関連事業につきましては、新車販売の他、中古車販売、サービス等も含めた売上高は252,065百万円(前

年同期は255,278百万円)、セグメント利益は6,462百万円(前年同期は6,450百万円)となりました。
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なお、新車販売台数(含軽)の会社別内訳は以下のとおりです。

会　　社　　名 販売台数(台)
前年同四半期比

増減(台)
前年同四半期比

(％)

愛知トヨタ自動車㈱ 22,526 △766 △3.3

トヨタカローラ愛豊㈱ 13,779 △581 △4.0

ネッツトヨタ愛知㈱ 7,570 △103 △1.3

ネッツトヨタ東海㈱ 6,655 △755 △10.2

愛知スズキ販売㈱ 7,443 △541 △6.8

合計 57,973 △2,746 △4.5
 

（注）収益認識会計基準等の適用に伴い、当第３四半期連結累計期間のグループ販売台数及びグループ各社の販売

台数については、当該会計基準等を適用した後の販売台数となっております。

 
② 住宅関連事業

住宅関連事業につきましては、住宅販売戸数が453戸(前年同期は465戸)となり、売上高は15,862百万円(前年同

期は16,281百万円)、セグメント利益は359百万円(前年同期は360百万円)となりました。
　

③ 情報システム関連事業

情報システム関連事業につきましては、トヨタ関連のソフト売上の増加などにより、売上高は4,055百万円(前

年同期は3,670百万円)、セグメント利益は581百万円(前年同期は380百万円)となりました。
　

(2) 財政状態

当第３四半期連結会計期間末における資産総額は412,771百万円となり、前期末に比べ10,474百万円の減少とな

りました。これは主に、株価上昇により投資有価証券が増加した一方で、新車売掛金が減少したことや、割賦売掛

金が減少したことなどによります。負債総額は買掛金が減少したことや、長期割賦販売に関する割賦利益繰延処理

の廃止などにより、前期末に比べ31,775百万円減少して168,354百万円となりました。純資産につきましては、総

額244,417百万円となり、前期末に比べ21,301百万円増加となりました。主な要因は、利益剰余金が増加したこと

に加え、その他有価証券評価差額金が増加したことなどによります。なお、収益認識会計基準等の適用により、割

賦売掛金、繰延税金資産、割賦利益繰延がそれぞれ減少するなどしております。また、利益剰余金の当期首残高は

8,157百万円増加しております。

 

(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
 

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び連結子会社)が優先的に対処すべき事業上及び財務

上の課題について重要な変更はありません。
　

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

　

(6) 主要な設備

① 前連結会計年度末において計画中であった主要な設備のうち、当第３四半期連結累計期間に完成した設備は次の

とおりであります。

自動車関連事業

愛知トヨタ自動車㈱ レクサス浜松西 移転新築

フォルクスワーゲン安城 移転新築

ネッツトヨタ東海㈱ 西尾店 全面改築

愛知スズキ販売㈱ サンフィールド高針原店 新設

中川店 移転新築
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② 当第３四半期連結累計期間における新たな設備計画等は次のとおりであります。

新たな新設等の計画

自動車関連事業

会社名
事業所名
(所在地)

区分 設備の内容

投資予定額
(百万円) 着手年月 完了予定年月

総額 既支払額

トヨタカローラ
愛豊㈱

昭和橋店
(名古屋市中川区)

全面改築
販売設備及び
整備工場

1,045 2 2022年６月 2023年１月

愛知スズキ販売
㈱

東海店
(愛知県東海市)

新設
販売設備及び
整備工場

576 ― 2022年８月 2023年４月
 

 
 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 77,497,000

計 77,497,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2021年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(2022年２月４日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 35,171,051 35,171,051
名古屋証券取引所

市場第二部
単元株式数は100株
であります。

計 35,171,051 35,171,051 ― ―
 

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2021年10月１日～
2021年12月31日

― 35,171,051 ― 2,917 ― 25,819
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2021年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 1,585,700

 

―
単元株式数は100株であり
ます。

完全議決権株式(その他) 普通株式 33,559,400
 

335,594 同上

単元未満株式 普通株式 25,951
 

― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 35,171,051 ― ―

総株主の議決権 ― 335,594 ―
 

 

② 【自己株式等】

2021年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数
の合計(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

㈱ＡＴグループ
名古屋市昭和区高辻町
６番８号

1,585,700 ― 1,585,700 4.51

計 ― 1,585,700 ― 1,585,700 4.51
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(2021年10月１日から2021年

12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(2021年４月１日から2021年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 795 884

  受取手形及び売掛金 31,238 -

  受取手形、売掛金及び契約資産 - 22,247

  割賦売掛金 124,891 113,170

  リース投資資産 11,416 11,325

  商品 20,029 20,341

  仕掛品 3,017 608

  貯蔵品 1,143 1,310

  その他 9,084 8,957

  貸倒引当金 △272 △285

  流動資産合計 201,344 178,561

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 43,473 46,447

   貸与資産（純額） 30,751 31,166

   土地 56,377 57,087

   その他（純額） 13,329 13,264

   有形固定資産合計 143,931 147,965

  無形固定資産 1,317 1,611

  投資その他の資産   

   投資有価証券 59,227 70,840

   繰延税金資産 11,154 6,067

   その他 6,512 7,841

   貸倒引当金 △242 △117

   投資その他の資産合計 76,652 84,631

  固定資産合計 221,902 234,209

 資産合計 423,246 412,771
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 25,199 19,063

  短期借入金 41,880 46,799

  未払法人税等 3,116 809

  賞与引当金 5,272 2,639

  割賦利益繰延 23,204 -

  その他 35,067 38,899

  流動負債合計 133,740 108,211

 固定負債   

  長期借入金 18,800 8,800

  繰延税金負債 15,271 18,923

  退職給付に係る負債 27,396 27,635

  負ののれん 3,177 2,780

  その他 1,743 2,002

  固定負債合計 66,388 60,142

 負債合計 200,129 168,354

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,917 2,917

  資本剰余金 25,819 25,819

  利益剰余金 163,322 175,605

  自己株式 △4,034 △4,034

  株主資本合計 188,025 200,308

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 36,726 45,467

  退職給付に係る調整累計額 △1,636 △1,358

  その他の包括利益累計額合計 35,090 44,108

 純資産合計 223,116 244,417

負債純資産合計 423,246 412,771
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

売上高 275,263 272,010

売上原価 232,890 225,346

割賦販売未実現利益戻入額 21,640 -

割賦販売未実現利益繰入額 22,520 -

金融収益 - 3,545

手数料収入 15,478 7,022

売上総利益 56,970 57,232

販売費及び一般管理費 50,863 51,017

営業利益 6,107 6,214

営業外収益   

 受取利息 68 71

 受取配当金 1,825 2,071

 負ののれん償却額 397 397

 その他 805 519

 営業外収益合計 3,096 3,059

営業外費用   

 支払利息 126 94

 支払手数料 71 73

 固定資産廃棄損 87 41

 その他 108 109

 営業外費用合計 392 319

経常利益 8,811 8,954

特別利益   

 関係会社株式交換益 160 -

 特別利益合計 160 -

特別損失   

 固定資産廃棄損 36 71

 減損損失 343 43

 特別損失合計 379 114

税金等調整前四半期純利益 8,592 8,840

法人税、住民税及び事業税 2,320 2,437

法人税等調整額 408 430

法人税等合計 2,729 2,868

四半期純利益 5,863 5,972

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 5,863 5,972
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

四半期純利益 5,863 5,972

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 6,645 8,740

 退職給付に係る調整額 265 278

 持分法適用会社に対する持分相当額 1 -

 その他の包括利益合計 6,912 9,018

四半期包括利益 12,775 14,990

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 12,775 14,990

 非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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【注記事項】

(会計方針の変更)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を

第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は

サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用に

より、従来の会計処理から変更となった事象のうち主要なものは以下のとおりであります。

内容 従来の会計処理 収益認識会計基準等適用後の会計処理

自動車車両販売の収益認

識時点

新車及び中古車の車両販売について

は、運輸局等での車両登録日時点を

収益認識時点としておりました。

原則として顧客への納車引渡し時点を収益認識時

点としております。

ただし、当社グループの販売会社到着後に請求済

未出荷契約に準じた支配移転の要件を満たした車

両については当該要件を満たした時点を収益認識

時点としております。

長期割賦販売に関する割

賦利益繰延処理の廃止

新車及び中古車の長期割賦販売（販

売から最終の賦払金支払期日までの

期間が２年以上のもの）については

延払基準によっており、車両販売の

収益については「売上高」として、

割賦金利相当については「手数料収

入」として車両販売時点で全額の収

益を計上するとともに、翌期以降の

賦払金に対応する利益を流動負債の

「割賦利益繰延」として定額法によ

り繰り延べておりました。

割賦利益繰延処理の廃止に伴い、車両販売時点で

は車両の現金販売価格によって「売上高」を計上

し、割賦金利相当については「割賦売掛金」に含

まれる重要な金融要素に該当するものと判断して

決済期日までの期間にわたって償却原価法（利息

法）により金利部分を各期の純損益に配分してお

ります。

重要な金融要素の影響については連結損益計算書

において顧客との契約から生じる収益と区分し

「金融収益」として表示しております。

また、当期首時点で従来「割賦利益繰延」として

繰り延べられていた利益のうち、車両利益相当に

ついては全額を認識し、割賦金利相当については

償却原価法に基づく金額に修正の上、「割賦売掛

金」の金額を調整しております。

なお、法人税法上の延払基準の廃止に伴う経過措

置を適用しております。

仕入先メーカーからの販

売奨励金収入

当社グループが運営する販売店にお

いては販売実績に応じて仕入先メー

カーより販売奨励プログラムに基づ

く販売奨励金を受領することがあり

ますが、従来はこれを営業収益区分

の「手数料収入」として計上してお

りました。

収益認識基準等の適用により、当該販売奨励金は

当社グループによる顧客に対する履行義務の対価

ではなく、当社グループが運営する販売店への値

引に該当するものと判断しました。

従って、仕入先メーカーとの仕入取引により発生

する「売上原価」の金額から控除することとして

おります。

工事契約（住宅建築工

事、システム開発の請負

契約等）

進捗部分について成果の確実性が認

められる工事は工事進行基準（進捗

率の見積りは原価比例法）、その他

の工事は工事完成基準を採用してお

りました。

工事契約のうち一定の期間にわたり充足される履

行義務と判定した取引については、履行義務の充

足に係る進捗度を合理的に見積ることができる場

合、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわた

り認識しております。工事契約の進捗度の見積り

は発生したコストを指標としたインプット法等に

よっております。
 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連

結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
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この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は238百万円増加し、売上原価は1,026百万円、手数料収入等は

1,749百万円、販売費及び一般管理費は249百万円それぞれ減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益がそれぞれ235百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は8,157百万円増加しております。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた

「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示するこ

ととしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新た

な表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号

2020年３月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から

生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

 

　(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。)等

を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会

計基準第10号 2019年７月４日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会

計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

 
(四半期連結貸借対照表関係)

 　 保証債務

以下の一般顧客の債務について、債務保証を行っております。
　

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

一般顧客
(リース契約に係る債務)

196百万円 203百万円

一般顧客
(住宅購入者のつなぎ融資等に係る債務)

1,542  2,146  

計 1,738  2,350  
 

 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及び負ののれん償却額は、次

のとおりであります。

 

 
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)

減価償却費 16,209百万円 16,294百万円

負ののれん償却額 397 397
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(株主資本等関係)

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年５月26日
取締役会

普通株式 671 20 2020年３月31日 2020年６月11日 利益剰余金

2020年11月12日
取締役会

普通株式 335 10 2020年９月30日 2020年12月１日 利益剰余金
 

　
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後

となるもの

該当事項はありません。

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年５月13日
取締役会

普通株式 1,175 35 2021年３月31日 2021年６月11日 利益剰余金

2021年11月11日
取締役会

普通株式 671 20 2021年９月30日 2021年12月１日 利益剰余金
 

　
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後

となるもの

該当事項はありません。

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)３

自動車関連

事業

住宅関連

事業

情報システ

ム関連事業
計

売上高         

外部顧客への
売上高

255,278 16,281 3,670 275,230 32 275,263 ― 275,263

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

96 16 1,535 1,648 507 2,156 △2,156 ―

計 255,374 16,298 5,206 276,879 540 277,420 △2,156 275,263

セグメント利益 6,450 360 380 7,190 184 7,375 △1,268 6,107
 

(注) １　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、機器等のリース、割賦・リースの

保証・集金代行の事業を含んでおります。
２　セグメント利益の調整額△1,268百万円には、セグメント間取引消去92百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△1,933百万円、その他調整額572百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグ
メントに帰属しない純粋持株会社である当社の子会社統括事業及び株式管理事業等に係る費用であり、その
他調整額は報告セグメントに帰属しない当社の受取ロイヤリティ等であります。

３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

(単位：百万円)

 

報告セグメント

その他 全社・消去 合計自動車関連
事業

住宅関連
事業

情報システ
ム関連事業

計

減損損失 343 ― ― 343 ― ― 343
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)３

自動車関連

事業

住宅関連

事業

情報システ

ム関連事業
計

売上高         

外部顧客への
売上高

252,065 15,862 4,055 271,984 26 272,010 ― 272,010

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

132 46 1,806 1,985 522 2,508 △ 2,508 ―

計 252,198 15,909 5,862 273,970 548 274,519 △ 2,508 272,010

セグメント利益 6,462 359 581 7,403 54 7,458 △ 1,243 6,214
 

(注) １　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、機器等のリース、割賦・リースの

保証・集金代行の事業を含んでおります。
２　セグメント利益の調整額△1,243百万円には、セグメント間取引消去64百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△1,881百万円、その他調整額573百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグ
メントに帰属しない純粋持株会社である当社の子会社統括事業及び株式管理事業等に係る費用であり、その
他調整額は報告セグメントに帰属しない当社の受取ロイヤリティ等であります。

３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

(単位：百万円)

 

報告セグメント

その他 全社・消去 合計自動車関連
事業

住宅関連
事業

情報システ
ム関連事業

計

減損損失 43 ― ― 43 ― ― 43
 

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関

する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。

当該変更により、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の「自動車関連事業」の売上高は532百万円増

加、セグメント利益は359百万円減少し、「住宅関連事業」の売上高は503百万円減少、セグメント利益は81百万円増

加し、「情報システム関連事業」の売上高は209百万円増加、セグメント利益は42百万円増加しております。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおり、当社は「自動車関連事業」、「住宅関連事業」、「情報システ

ム関連事業」の３つを報告セグメントとしております。また、当社は売上高を提供する主要な商品種別およびサービス

に分解しております。これらの分解した売上高と各報告セグメントの売上高との関係は以下のとおりであります。

当第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)

(単位：百万円)

 

 報告セグメント
その他
(注１)

合計
自動車関連

事業
住宅関連
事業

情報システム
関連事業

計

新車 137,786 ― ― 137,786 ― 137,786

中古車 32,534 ― ― 32,534 ― 32,534

サービス 32,710 ― ― 32,710 ― 32,710

産業機器 18,623 ― ― 18,623 ― 18,623

その他 11,185 15,862 4,055 31,103 ― 31,103

顧客との契約から生じる収益 232,839 15,862 4,055 252,757 ― 252,757

その他の収益(注２) 19,226 ― ― 19,226 26 19,253

外部顧客への売上高 252,065 15,862 4,055 271,984 26 272,010
 

(注) １　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、機器等のリース、割賦・リースの

保証・集金代行の事業を含んでおります。

２　「その他の収益」は、リース取引に関する会計基準に基づく収益等であります。

３　上表の他に連結損益計算書の営業収益区分に計上される「手数料収入」7,022百万円があり、当第３四半期

連結累計期間の「顧客との契約から生じる収益」の合計は、259,780百万円であります。

 
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)

１株当たり四半期純利益 174円59銭 177円82銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 5,863  5,972

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益(百万円)

5,863  5,972

普通株式の期中平均株式数(株) 33,585,613 33,585,425
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

当社は、2022年２月４日開催の取締役会において、株式会社日の出（以下、「公開買付者」といいます。）によ

る当社の普通株式（以下、「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」といいま

す。）に関して、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆さまに対し、本公開買付けへの

応募を推奨する旨の決議をしました。

なお、当社の上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付けおよびその後の一連の手続を経て当社を完全子会

社とすることを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたもので

す。
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１．公開買付者の概要

①名称 株式会社日の出

②所在地 愛知県名古屋市昭和区高辻町６番８号

③代表者の役職・氏名 代表取締役　山口　真史

④事業内容
(1) 有価証券の取得及び保有

(2) 前号に付帯する又は関連する一切の業務

⑤資本金 10万円（2022年２月４日現在）

⑥設立年月日 2021年12月24日

⑦大株主及び持株比率 山口　真史　100％

⑧当社と公開買付者の関係

 資本関係

公開買付者の代表取締役である山口真史氏は、当社株式を1,021,232株（所有

割合（注）：3.04％）所有しております。また、山口真史氏がその発行済株

式の過半数を所有し、かつ、代表取締役社長を務める、当社の筆頭株主であ

る名古屋友豊株式会社は、当社株式を2,973,440株（所有割合：8.85％）所有

しております。

 人的関係
当社の代表取締役社長である山口真史氏は、公開買付者の代表取締役を兼務

しております。

 取引関係 該当事項はありません。

 関連当事者への該当状況
公開買付者は、当社の代表取締役社長である山口真史氏が議決権の全部を所

有しており、当社の関連当事者に該当します。
 

（注）「所有割合」とは、当社が2022年２月４日に公表した「2022年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連

結）」（以下「当社第３四半期決算短信」といいます。）に記載された2021年12月31日現在の発行済株式総

数（35,171,051株）から、当社第３四半期決算短信に記載された2021年12月31日現在の当社が所有する自己

株式数（1,585,727株）を控除した株式数（33,585,324株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入し

ております。）をいいます。

 
２．本公開買付けの概要

(1) 買付け等の期間

2022年２月７日（月曜日）から2022年３月23日（水曜日）まで（30営業日）

 
(2) 買付け等の価格

当社株式１株につき、2,800円

 
(3) 買付予定の株式数の数

買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限

29,590,652株 18,395,528株 ―株
 

 
(4) 公開買付開始公告日

2022年２月７日（月曜日）

 
２ 【その他】

2021年11月11日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(1) 配当金の総額  671百万円

(2) １株当たりの金額 20円00銭

(3) 支払請求の効力発生日及び支払開始日 2021年12月１日
 

(注)　2021年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

 

2022年２月４日

株式会社ＡＴグループ

取 締 役 会　　御中
 

 

 

 有限責任監査法人　 ト ー マ ツ

　           名 古 屋 事 務 所
 

 
 

　
　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 髙　　橋　　寿　　佳  

 

　
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 伊　　藤　　貴　　俊  

 

 
監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＡＴグ

ループの2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間（2021年10月1日から2021年12月

31日まで）及び第3四半期連結累計期間（2021年4月1日から2021年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを

行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＡＴグループ及び連結子会社の2021年12月31日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての

重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

 
強調事項

重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は2022年2月4日開催の取締役会において、株式会社日の

出による会社の普通株式に対する公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、会社の株主に対し公開買付けへの応募

を推奨する旨を決議した。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認め

られないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レ

ビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期

連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明する

ことが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の

作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期

連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。

監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単

独で監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

 
 

(注) １. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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